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�愛媛県告示第１０８１号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

小山田下

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱２２号までを順次

結んだ線及び標柱２２号と標柱１号を一般県道才ノ原菊間線北側官民

境界線で結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

松山市 小山田 甲７４４番１ １号

甲７７８番２ ２号

乙８２６番２ ３，４号

乙８２６番１ ５号

乙８２３番 ６，７号

乙８２１番 ８号

甲７４２番 ９号

乙７９３番 １０号

乙７９２番 １１号

甲７５１番 １２号

乙７８５番 １３号

乙７８２番 １４号

乙７７９番 １５，１６号

乙７７７番１ １７号

乙７７８番 １８号

甲６７７番１ １９号

甲６７２番 ２０号

甲６６２番 ２１，２２号

�愛媛県告示第１０８０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５０条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消した。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８２号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２３年９月９日

� 目 次 �
告 示

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し…………………………７３６

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定……………………………………………７３６
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○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し………………………………７３７

○ 介護員養成研修事業者の指定……………………………………………７３７

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可

申請の概要…………………………………………………………………７３７

○ 道路の区域変更（県道柳谷美川線）……………………………………７３８

○ 道路の供用開始（県道柳谷美川線）……………………………………７３９

○ 指定道路の指定……………………………………………………………７３９
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○ 道路の供用開始（県道宇和三間線）……………………………………７３９

○ 落札者等の告示……………………………………………………………７４０

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………７４０

公営企業告示

○ 落札者等の告示……………………………………………………………７４０

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

取消しに係る指定障害福祉サービス事業所
取 消
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０６０００１９ いたわり有限会社ＡＩ
Ｇ 西条市中西４０４番地１ 秋 山 伸

居宅介護
重度訪問介護
行動援護

ヘルパーステーション
いたわり 西条市中西４０４番地１ 平成２３年

８月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第２３００号 平成２３年９月９日

平成２３年９月９日金曜日 第２３００号

愛 媛 県 報

７３６
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�愛媛県告示第１０８４号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０８５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県松山保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２３年９月９日

愛媛県松山保健所長 竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社

伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

代表取締役 幸地 愼一

２ 事業場の名称及び所在地

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社松山鶏卵センター

伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

３ 特定施設に関する事項

� 洗浄施設（洗卵機）

� 湯煮施設（温泉たまご調理機）

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８３号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
１０１
号

松山市旭町４７番地５ 重 松 美 鈴 松山市旭町４７番地５ 平成２３年９月１日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
７５号

松山市旭町４７番５ 重 松 勇 松山市旭町４７番５ 平成２３年８月３１日

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

学校法人今治明徳学園
今治明徳短期大学

愛媛県今治市北日吉町
一丁目４－４７

訪問介護に
関する２級
課程

平成２３年
８月２９日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．６

最大 ２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３，５００個処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２号 ハ湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，２６０個処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

愛 媛 県 報平成２３年９月９日 第２３００号

７３７
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�愛媛県告示第１０８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ３

設 置 年 月 日 昭和６０年２月２０日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 カネカ式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１９．８メートル 横３０メートル
高さ６．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥法＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常５．８～８．６

最大５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ６００

通常 １０以下

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５００

通常 ５以下

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 ５以下

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 ４以下

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７０

最大 １９０

通常 １７０

最大 １９０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０以下

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４以下

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７０

最大 １９０

備考 この他に雨水排水口が４ヶ所ある。

愛 媛 県 報平成２３年９月９日 第２３００号

７３８
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�愛媛県告示第１０８８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年９月９日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年９月１日

３ 指定道路の位置

西予市宇和町小原３６２番の一部、３６３番１の一部、３６４番１の一

部、３６５番の一部及び３６６番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２９．５２メートル

� 幅員 ４．００メートル

�愛媛県告示第１０８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳谷美川線

上浮穴郡久万高原町西谷字名荷１４７０番から

同字名荷２６９番２まで
旧 ３．８～２４．７

９．５～６８．２
０．３３８
０．２９９

上浮穴郡久万高原町西谷字名荷１４７０番から

同字名荷２５２番２まで
新 ８．３～７０．１ ０．２９９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳谷美川線
上浮穴郡久万高原町西谷字名荷１４７０番から

同字名荷２５２番２まで
平成２３年９月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線

西予市宇和町下川２９９２番地先から

同町下川３１３４番４地先まで
旧 １２．０～４６．０ ０．１１５

西予市宇和町下川２９９２番から

同町下川３１３４番４まで
新 １８．０～５７．０ ０．１２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
西予市宇和町下川２９９２番から

同町下川３１３４番４まで
平成２３年９月９日

愛 媛 県 報平成２３年９月９日 第２３００号

７３９



選挙管理委員会告示

公営企業告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２３年９月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９５，７１６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，９１５

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６５，９５３

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１０９１号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２３年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公営企業告示第４号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年９月９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県総合科学博物館恐竜
ロボット製作業務一式

愛媛県教育委員会事務
局管理部生涯学習課生
涯学習推進係
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２３年８月２３日
株式会社ココロ
東京都羽村市神明台四丁
目９番１号

６９，４０８，６８５円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

南 宇 和 郡 ２１，３８８ ７，１３０

松山市・上浮穴郡 ４２９，１６９ １３８，１９５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４８，１８９ ４９，３９７

宇和島市・北宇和郡 ８５，４９４ ２８，４９８

八幡浜市・西宇和郡 ４２，８４３ １４，２８１

新 居 浜 市 １０２，４５０ ３４，１５０

西 条 市 ９３，５４０ ３１，１８０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５５，４２３ １８，４７５

伊 予 市 ３２，４０９ １０，８０３

四 国 中 央 市 ７６，０４５ ２５，３４９

西 予 市 ３６，３７５ １２，１２５

東 温 市 ２８，３００ ９，４３４

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０９１ １４，６９７

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

県立南宇和病院及び県立新居浜病院
の医事システムの借入れ １式（月
額賃借料／愛媛県立南宇和病院、愛
媛県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２３年８月３１日

香川県高松市中野町２９
番２号
ＮＥＣキャピタルソリ
ューション株式会社四
国支店

９５３，４００円 一般競争入札 平成２３年７月１９日

平成２３年９月９日 発行
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